
がん検診無料クーポン券及び肝炎ウイルス検診無料受診券封入封緘業務仕様書 

 

１ 業務の概要 

子宮頸がん検診無料クーポン券、乳がん検診無料クーポン券、肝炎ウイルス検診無料受診

券（以下「クーポン券」という。）を作成し対象者に郵送で配布する。  

（１）印刷業務 

クーポン券、同封印刷物（クーポン券封入パターン一覧）及びこれらを送付するための封

筒を作成すること。 

（２）印字業務 

クーポン券の一部を宛名として使用するため、本市が提供する印字データをもとに印字を

行うこと。 

（３）封入封緘業務及び局別の仕分け 

上記（１）及び（2）において作成した印刷物を、本市が指定する区分・種類ごとそれぞ

れ封入封緘すること。 

（４）封入封緘された印刷物（以下「成果品」という。）の搬入 

受託者は、本市が指定する発送日に、成果品を「郵便区内特別」便で発送するため局別、

重量別に仕分けを行い、本市所定の場所へ搬入すること。 

（５）通知書データ及び印刷物の余剰分（以下「残紙」という。）の納品 

 

２ 契約期間 

契約締結日から令和８年６月３０日までとする。  

 

３ 納期及び発送日 

令和８年５月下旬（予定）  

 

４ 印刷業務について 

（１）印刷物について 

印刷物は下表のとおりである。番号①で始まるものに印字業務を実施すること。  

 

表1 印刷物一覧 

番号 品名 

①－1  子宮頸がん検診無料クーポン券  

①－2  乳がん検診無料クーポン券  

①－3  肝炎ウイルス検診無料受診券  

②  がん検診手帳  

③ 肝炎ウイルス説明文 

④ 窓あき封筒（定形封筒） 



（２） 印刷物の様式について 

・各印刷物の規格は「別表１印刷物規格」のとおりとする。 

・表１印刷物一覧の③肝炎ウイルス説明文④窓あき封筒（定形封筒）の紙色は契約後、打

ち合わせを行い決定する。 

・表１印刷物一覧にある印刷物の電子データ見本(office形式またはPDF形式)を提供す

る。 

・受託業務を円滑にするため等の理由で、多少のサイズ、レイアウト、文字の大きさ等の

変更については、本市と協議の上定めることができる。 

（３） 数量について 

添付資料２の「クーポン券封入パターン一覧」の予定数量を目安とする。  

 

（４）クーポン券及び受診券について 

市長印を朱色で印刷すること。また、市長印の左端を最後の文字の中央に掛け右端は一文

字分の空白を残すこと。市長印の大きさは（12mm×12mm）で、契約終了後、公印印影印刷

承認申請書を返却すること。 

 

（５）がん検診手帳について 

・ 表1の番号②（がん検診手帳）のデータは、厚生労働省のホームページ

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000113130.html）からデータを

ダウンロードし、必要に応じて修正すること。 

・別添の印刷物イメージを基に一部修正するものとする。その他においても、イラストの

挿入や修正が発生する場合がある。 

 

５ 印字業務について 

・ 表1の番号①で始まるものに印字を行う。 

・本市が提供する印字データ（氏名、郵便番号、住所、方書、生年月日、受診券番号）を

もとに、印字すること。氏名や住所の文字数が多い場合も、印字して納品する。 

・「郵便区内特別」便で発送するために必要なカスタマバーコードを作成し、宛先の下に

印字すること。 

・クーポン券面の一部を宛名として使用するため、封筒の窓部分から郵便番号、住所、氏

名、「郵便区内特別」便で発送するために必要なカスタマバーコード以外が見られないよ

うにすること。 

・ 対象者は、添付資料２の「クーポン券封入パターン一覧」に記載している。 

 



（１）本市が提供する印字データについて 

印字業務のために、印字データとユーザ拡張領域外字の文字フォントファイル（以下「外

字データ」という。）を本市から提供する。 

 

（２）印字データについて 

・年齢・性別毎に区分けされたファイルをCDまたはDVD１枚で提供する。 

・レコード仕様については、添付資料１「がん検診クーポン券・受診勧奨印刷用ファイ

ル」を参照すること。 

 

（３）受託者独自の管理連番やバーコードの印字について 

・受託者独自の管理連番やバーコードを印字する場合は甲と協議のうえ決定すること。 

・独自付番をした場合、本市から提供する印字データに対し、その管理連番を挿入した

データを甲に提供すること。提供時期は作業完了報告書の納入時期とする。 

 

（４）外字データについて 

・ 外字データは本市より提供する。なお、このデータファイルの利用は本市との契約

に限るものとする。 

・本市より提供する外字データは、EUDC.tteファイルである。 

・EUDC.tteファイルは、CD等のメディア、またはメールにて提供する 

  

６ 封入封緘及び納品業務 

・印字したクーポン券を、添付資料２「クーポン券封入パターン一覧」の３.封入パター

ン一覧に従い、同様に作成した添付書類とともに窓あき封筒（定形封筒）に封入封緘する

こと。 

・ 封入封緘後の１通あたりの重量は、本市が指示する重量に抑えること。なお、重量を

調整するために、本市と協議の上規格のサイズ等を変更することができる。 

・ 残紙は、本市に納品すること。 

・ 成果品は、「郵便区内特別」便で発送するため郵便番号、重量により分別すること。 

・ 発送の１週間前までに各郵便局、郵便番号別の件数及び成果品の寸法、実重量を本市

に報告すること。 

・ 本市が提供する抜き取り対象者データにより対象者の抜き取りを行った場合、その成



果物は本市へ返納すること。 

・封入封緘する場合は、他の者のクーポン券が混入しないように印字印刷枚数と発送件数

のチェック等を行うとともに、必要に応じて検査を行うこと。 

 

（１） 郵便番号、重量による分別について 

郵便番号によって郵便局管内ごとに分別する。 

 

表２ 各差出郵便局管内の郵便番号表 

郵便番号  郵便局管内  差出郵便局  差出郵便局住所  

640-80**  

和歌山中央局 和歌山中央局 和歌山市一番丁４ 

640-81** 

640-81** 

640-83** 

640-84**  

640-01** 

640-03**  山東局  山東局  和歌山市伊太祈曽１０１－１  

641-00**  和歌山南局  和歌山南局  和歌山市和歌川町５－１６  

649-62**  岩出局  岩出局  岩出市清水３５７  

649-63**  川辺局  和歌山中央局  和歌山市一番丁４  

 

・成果品は、表２の郵便番号及び重量毎に梱包し、かつ納品された箱の状態で内容物が判

別できるように箱へラベル（郵便番号、重量）を貼付すること。 

・重量については、添付資料２の「クーポン券封入パターン一覧」の４．封入封緘後重量

を参照すること。 

 

（２） 抜き取り対象者データについて 

・ CDまたはDVD１枚で提供する。 

・レコード仕様については、添付資料１「がん検診クーポン券・受診勧奨異動者ファイ

ル」を参照すること。 

 

（３） 成果品の搬入 

受託者は、本市の検品を受けた後、本市立会のもと、本市所定の場所へ成果品を搬入する

こと。 



・ 郵便料金は後納で、本市の負担とする。なお、契約締結後の事情により、搬入する郵

便局に変更が発生する場合がある。 

・搬入に際しては、運搬に細心の注意を払い、破損、紛失等の無いように努めること。 

 

７ 通知書データ及び残紙の納品について 

・未使用の封筒、帳票類、その他資料等残紙については、納品の際にすべて返却するこ

と。 

・差出郵便郵便局ごとの発送件数がわかる電子記録データを提出すること。 

・作業完了報告書を提出すること。 

 

８ その他 

・ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会におけるプライバシーマーク制度の認定又は

これと同等以上の資格を取得していること。 

・提供するデータについては和歌山市情報セキュリティポリシー（契約締結後に提供す

る）、個人情報取扱特記事項を遵守するとともに、廃棄に当たっては本市の指示に従うこ

と。 

・提供するデータのファイル形式等は原則変更しないので、必要があれば受託者の負担で

システム設定等を実施し、本委託業務を履行すること。 

・その他，この仕様書に記載のない事項については都度協議することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 印刷物規格 

①－1  表：子宮頸がん検診無料クーポン券  

裏：説明文 

【仕上がり寸法】21cm×30cm、ミシン横1本、ミシン縦ジャンプ1本、【用紙】上質紙90K、 

【印刷】両面刷表面カラー裏面１色、【版下】データあり（一部修正）  

【その他】窓付き封筒に宛名および台帳番号が出るようプリントすること  

①－2  表：乳がん検診無料クーポン券  

裏：説明文 

【仕上がり寸法】21cm×30cm、ミシン横1本、ミシン縦ジャンプ1本、【用紙】上質紙90K、 

【印刷】両面刷表面カラー裏面１色、【版下】データあり（一部修正）  

【その他】窓付き封筒に宛名および台帳番号が出るようプリントすること  

①－3  表：肝炎ウイルス検診無料受診券  

裏：説明文 

【仕上がり寸法】21cm×30cm、ミシン横1本、ミシン縦ジャンプ1本、【用紙】上質紙90K、 

【印刷】両面刷表面カラー裏面１色、【版下】データあり（一部修正）  

【その他】窓付き封筒に宛名および台帳番号が出るようプリントすること  

②  がん検診手帳  

【仕上がり寸法】A6、32P、中とじ（針金2ヶ所）、【用紙】上質紙55K、 【印刷】両面刷カラ

ー、【版下】データあり（一部修正、追加）  

【その他】製本加工頁物32ページ中綴じ製本  

③ 肝炎ウイルス説明文 

【仕上がり寸法】A4、【用紙】色上質紙55K、 【印刷】片面印刷2色、【版下】データあり

（一部修正）  

④ 窓あき封筒（定形封筒）  

【封筒サイズ】長形３号、紙窓１箇所、【用紙】色封筒クラフト85g、 【印刷】両面刷表面2

色裏面2色、【版下】データあり（一部修正）  

【その他】  

・クーポン券面の一部を宛名として使用するため、封筒の窓部分から、郵便番号、住所、氏

名以外が見られないようにすること。  

・紙色は契約後、打ち合わせを行い、決定する。  

 

 

 

 

 



がん検診クーポン券・受診勧奨　　印刷用ファイル 添付資料　１

１．　ファイル仕様
①文字コード　　　　：　Unicode16
②サロゲートエリア　：　有
③エンコーディング　：　UTF-16LE
④データ形式　　　　：　可変長CSV（カンマ区切り・クオート文字なし）・ヘッダ行なし・改行あり
⑤フォント　　　　　：　ＭＳ明朝
⑥和歌山市独自外字　：　共通基盤の外字ファイルを提供いただく想定

２．　レコード仕様
項番 項目名 説明 属性 桁数

1 受診券番号
種別＋連番の11桁で受診券番号を構成し、異動者の引き抜き番号としても使用する
※種別と連番の間はカンマ区切りなし

1-1 　種別

①クーポン券
　20歳男性：0111　20歳女性：0112　25歳男性：0113　25歳女性：0114
　30歳男性：0115　30歳女性：0116　35歳男性：0117　35歳女性：0118
　40歳男性：0119　40歳女性：0120　45歳男性：0121　45歳女性：0122
　50歳男性：0123　50歳女性：0124　55歳男性：0125　55歳女性：0126
　60歳男性：0127　60歳女性：0128　65歳男性：0129　65歳女性：0130

②受診勧奨
　20～39歳女性：0101　40～69歳女性：0102　40～69歳男性：0103
  20歳男性：0151　20歳女性：0152　25歳男性：0153　25歳女性：0154
　30歳男性：0155　30歳女性：0156　35歳男性：0157　35歳女性：0158
　40歳男性：0159　40歳女性：0160　45歳男性：0161　45歳女性：0162
　50歳男性：0163　50歳女性：0164　55歳男性：0165　55歳女性：0166
　60歳男性：0167　60歳女性：0168　65歳男性：0169　65歳女性：0170

※現在使用中の種別のみ文字色を赤くしています。

9 4

1-2 　連番 前ゼロあり 9 7
2 生年月日 西暦8桁　(YYYYMMDD) 9 8
3 郵便番号 XXX-YYYY X 8
4 住所 現住所 N 200
5 方書 マンション名など N 200
6 漢字氏名 N 200

7 世帯主漢字氏名
※成人検診の場合はファイルに出力しない
　（予防接種　印刷委託ファイルのレイアウトとの互換用）

N 200

8 ラストダミー Z固定　※印刷には使用しない X 1

属性   9　数字項目
　X　英数字項目
　N　日本語項目

桁数 　当該項目の最大文字数

３．　特記事項
①がん検診クーポン券・受診勧奨の印刷委託ファイルでは、世帯主漢字氏名はファイルに出力しない
　（予防接種　印刷委託ファイルのレイアウトとの互換用）

②クーポン券は上記の内、20歳女性・40歳男性・40歳女性・45歳男性・45歳女性のみ使用しています。残りの種別は将来の拡張用のため、現状は未使用です。
　⇒2017/11 事業方針変更により、50歳男性・50歳女性を新たに使用予定です。

③受診勧奨は上記の内、20～39歳女性・40～69歳女性・40～69歳男性のみ使用しています。
　⇒2017/11 事業方針変更により、現在使用中の種別を未使用とし、25歳女性・30歳女性・35歳女性・55歳男性・55歳女性・60歳男性・60歳女性・65歳男性・65歳女性を新たに使用予定です。

４．　委託ファイル出力例　※40歳男性の場合

がん検診クーポン券・受診勧奨　　異動者ファイル

１．　ファイル仕様
①文字コード　　　　：　Unicode16
②サロゲートエリア　：　有
③エンコーディング　：　UTF-16LE
④データ形式　　　　：　可変長CSV（カンマ区切り・クオート文字なし）・ヘッダ行なし・改行あり
⑤フォント　　　　　：　ＭＳ明朝
⑥和歌山市独自外字　：　共通基盤の外字ファイルを提供いただく想定

２．　レコード仕様
項番 項目名 説明 属性 桁数

1 受診券番号
種別＋連番の11桁で受診券番号を構成し、異動者の引き抜き番号としても使用する
※種別と連番の間はカンマ区切りなし

1-1 　種別

①クーポン券
　20歳男性：0111　20歳女性：0112　25歳男性：0113　25歳女性：0114
　30歳男性：0115　30歳女性：0116　35歳男性：0117　35歳女性：0118
　40歳男性：0119　40歳女性：0120　45歳男性：0121　45歳女性：0122
　50歳男性：0123　50歳女性：0124　55歳男性：0125　55歳女性：0126
　60歳男性：0127　60歳女性：0128　65歳男性：0129　65歳女性：0130

②受診勧奨
　20～39歳女性：0101　40～69歳女性：0102　40～69歳男性：0103
  20歳男性：0151　20歳女性：0152　25歳男性：0153　25歳女性：0154
　30歳男性：0155　30歳女性：0156　35歳男性：0157　35歳女性：0158
　40歳男性：0159　40歳女性：0160　45歳男性：0161　45歳女性：0162
　50歳男性：0163　50歳女性：0164　55歳男性：0165　55歳女性：0166
　60歳男性：0167　60歳女性：0168　65歳男性：0169　65歳女性：0170

※現在使用中の種別のみ文字色を赤くしています。

9 4

1-2 　連番 前ゼロあり 9 7
2 漢字氏名 N 200
3 宛名番号 9 8

属性   9　数字項目
　X　英数字項目
　N　日本語項目

桁数 　当該項目の最大文字数

３．　特記事項
①がん検診クーポン券・受診勧奨の印刷委託ファイルでは、世帯主漢字氏名はファイルに出力しない
　（予防接種　印刷委託ファイルのレイアウトとの互換用）

②クーポン券は上記の内、20歳女性・40歳男性・40歳女性・45歳男性・45歳女性のみ使用しています。残りの種別は将来の拡張用のため、現状は未使用です。
　⇒2017/11 事業方針変更により、50歳男性・50歳女性を新たに使用予定です。

③受診勧奨は上記の内、20～39歳女性・40～69歳女性・40～69歳男性のみ使用しています。
　⇒2017/11 事業方針変更により、現在使用中の種別を未使用とし、25歳女性・30歳女性・35歳女性・55歳男性・55歳女性・60歳男性・60歳女性・65歳男性・65歳女性を新たに使用予定です。

４．　委託ファイル出力例　※40歳男性の場合

01190000001,19400501,123-4567,和歌山市○○町１丁目２番３号,△△アパート１０１,和歌山 大腸太郎,,Z

01190000002,19400701,222-3333,和歌山市××２丁目３－５,,和歌山 大腸次郎,,Z

01190000002,和歌山 大腸次郎,12345678



添付資料２ 

クーポン券封入パターン一覧 

１．基準日：令和８年４月２０日 

２．対象者：基準日時点で住民基本台帳に登録されている人で下記の生年月日該当者 

対象者 生年月日範囲 データ名 予定数量 封入物 

女性２０歳 平成17年4月2日 ～ 平成18年4月1日 女性２０ 1,600 ①-1、②、④ 

女性４０歳 昭和60年4月2日 ～ 昭和61年4月1日 女性４０ 2,100 ①-2、①-3、②、③、④ 

男性４０歳 昭和60年4月2日 ～ 昭和61年4月1日 男性４０ 2,100 ①-3、③、④ 

３．封入パターン一覧 

封入物 品 名 女性20歳 女性40歳 男性40歳 予定数量 

①-1 子宮頸がん検診無料クーポン券 ○ × × 1,600 

①-2 乳がん検診無料クーポン券 × ○ × 2,100 

①-3 肝炎ウイルス検診無料受診券 × ○ ○ 4,200 

② がん検診手帳 ○ ○ × 3,700 

③ 肝炎ウイルス説明文 × ○ ○ 4,200 

④ 窓あき封筒（定形封筒） ○ ○ ○ 5,800 

3. 封入封緘後重量 

 

 
対象者 生年月日範囲 封入封緘後重量 

女性２０歳 平成17年4月2日 ～ 平成18年4月1日 50g以内 

女性４０歳 昭和60年4月2日 ～ 昭和61年4月1日 50g以内 

男性４０歳 昭和60年4月2日 ～ 昭和61年4月2日 50g以内 

 



入札での注意点  

 

（疑義の質問について）  

入札者は、見積期間中に、仕様書等において疑義のある場合は、関係職員の説明

を求めることができる。質問事項は文書で地域保健課長あて提出すること。  

締切日は入札日（入札日は含まない。）より５日前（ただし、締切日が土曜日及

び日曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日になる場合はその前日とする。）の１７時までとする。  

なお、質問事項の回答については、質問者に文書にて回答するとともに、和歌山

市ホームページ入札・契約情報画面において公開するものとする。  

 

FAX あて先 ０７３－４３１－９９８０ （和歌山市保健所 地域保健課）  

 

 



【問合せ先】 
和歌山市保健所 地域保健課 健康づくり班
〒640-8137 和歌山市吹上５丁目２番１５号
電話  ０７３-４８８-５１２１
FAX  ０７３-４３１-９９８０
  　　  （平日8時30分～17時15分）
  　　  　がん検診について　⇒

子宮頸がん検診無料クーポン券をお届けします
和歌山市では、職場などでがん検診を受ける機会のない市民の方を対象にがん検診を実施しています。

この無料クーポンをきっかけに、定期的にがん検診を受けましょう。

【検診内容】
　問診・視診・頸部細胞診

【結果について】
　がん検診は決して万能で
はなく、すべてのがんを発見
できるわけではありません。
　結果が「異常なし」でも、
自覚症状や気になることが
あれば、かかりつけ医師に
相談してください。
　「精密検査が必要」と判断
された方は、すみやかに受
診してください。

平成16年４月２日～平成17年４月１日生まれの女性　（令和７年４月１日時点で20歳の女性）
無料クーポンの対象者

受診の流れ

無料クーポン券を
受け取る

無料で受診ができるのは
今回のみ！
有効期限を過ぎると使用
できないので、ご注意く
ださい。

受診する医療機関を
選び、予約する

同封の医療機関一覧表
から選びましょう。
予約時に、無料クーポン
を利用することを伝えて
ください。

受診する

無料クーポン券、健康保
険証を忘れずに！

受診券番号：

氏　　名：

生年月日：

住　　所：

受診券番号

交付年月日

令和７年５月２８日

氏　　名

住　　所

和歌山市

子宮頸がん検診無料
クーポン券

交付年月日　令和７年５月28日
有効期限　令和８年３月31日

和歌山市長　尾花 正啓

▼ 切り離し無効

＊ 検診部位に症状がある場合や治療中・経過観察中の方は、検診ではなく、早めに医療機関を受診してください。



よくあるお問合せよくあるお問合せ

和歌山市外に引っ越した場合、引っ越し先の市区町村でもこのクーポン券を使用することができますか？
　　⇒ 和歌山市のクーポンは使用できません。引っ越し先の市区町村にお問合せください。

必ず検診を受けないといけないですか？
　　⇒ 強制ではありませんが、がんになる人は増え続けています。
 早期のがんは自覚症状がほとんどないので、受診をお勧めします。

クーポン券を失くしてしまいました。
　　⇒ 再発行できます。事前にお問合せのうえ、本人確認書類をご持参いただき、保健所に来所してください。

再検査や精密検査が必要と言われたが、これも無料ですか？
　　⇒ 再検査や精密検査の料金はクーポン券に含まれておりません。ご了承ください。

クーポン到着までに受診していた場合クーポン到着までに受診していた場合

検診受診料の払い戻しに該当する場合があります。詳細は以下をご確認ください。

【受診者の方へ】
◎１度使用されたクーポン券は使用できません。
◎このクーポン券が、盗難・紛失または滅失された場合はすぐに問合せ先へ連絡してください。
　再発行を希望される方は、有効期限内であれば再発行します。
◎このクーポン券の売買、第三者への譲渡はできません。
◎このクーポン券に記入された内容が修正された場合は、使用できません。
【検診機関の方へ】
◎このクーポン券を受け取った後、発券もとの市町村に本券を検診関係の書類と一緒に提出してください。
◎この検診券を使用する場合は、保険証等の本人確認書類で必ず本人確認を行ってください。
【受診確認および請求書】
このクーポン券の対象者が、検診を受診された、検診費用の請求をします。

令和　　　年　　　月　　　日

検診機関名

住　　　所

代　表　者

本クーポン券の使用に関する問
合せのほか、紛失された場合は
必ずご連絡ください。

問合せ先
電話（直通）073－488－5121
和歌山市保健所　地域保健課

対 象 者

持 参 物

平成1６年４月２日～平成1７年４月１日生まれの女性（令和７年度の無料クーポン券対象者）で、
令和７年４月１日から無料クーポン券到着までに、和歌山市が実施している健康増進法に基づく
子宮頸がん検診を受診した方。
≪注意≫　保険診療、人間ドック、職場の検診、同封の検診実施医療機関一覧に記載していない

医療機関で受診した場合は、払い戻しの対象になりません。

（1）領収書（検診日・検診費用・受診機関名が確認できるもの）及び明細書
（2）子宮頸がん検診無料クーポン券
（3）振込口座の口座番号がわかるもの（通帳、キャッシュカードのコピー等）
（4）本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）
（5）印鑑

原則ご本人（やむを得ない場合はご家族の方）が受付窓口に来所。
受付窓口　⇒　和歌山市保健所２階　地域保健課　健康づくり班（１１番窓口）

検診費用が上記の「払戻金額」と異なる場合、返還できない可能性があります。
和歌山市保健所地域保健課までお問合せください。

令和８年３月３１日（火）

２,０００円

申請方法

注意事項

申請期限

払戻金額



【問合せ先】 
和歌山市保健所 地域保健課 健康づくり班
〒640-8137 和歌山市吹上５丁目２番１５号
電話  ０７３-４８８-５１２１
FAX  ０７３-４３１-９９８０
  　　  （平日8時30分～17時15分）
  　　  　がん検診について　⇒

乳がん検診無料クーポン券をお届けします
和歌山市では、職場などでがん検診を受ける機会のない市民の方を対象にがん検診を実施しています。

この無料クーポンをきっかけに、定期的にがん検診を受けましょう。

【検診内容】
　問診・マンモグラフィ

【結果について】
　がん検診は決して万能で
はなく、すべてのがんを発見
できるわけではありません。
　結果が「異常なし」でも、
自覚症状や気になることが
あれば、かかりつけ医師に
相談してください。
　「精密検査が必要」と判断
された方は、すみやかに受
診してください。

昭和59年４月２日～昭和60年４月１日生まれの女性　（令和７年４月１日時点で40歳の女性）
無料クーポンの対象者

受診の流れ

無料クーポン券を
受け取る

無料で受診ができるのは
今回のみ！
有効期限を過ぎると使用
できないので、ご注意く
ださい。

受診する医療機関を
選び、予約する

同封の医療機関一覧表
から選びましょう。
予約時に、無料クーポン
を利用することを伝えて
ください。

受診する

無料クーポン券、健康保
険証を忘れずに！

受診券番号：

氏　　名：

生年月日：

住　　所：

受診券番号

交付年月日

令和７年５月２８日

氏　　名

住　　所

和歌山市

乳がん検診無料
クーポン券

交付年月日　令和７年５月28日
有効期限　令和８年３月31日

和歌山市長　尾花 正啓

▼ 切り離し無効

＊ 集団検診も実施しています。日程等は和歌山市のホームページや市報わかやまでご確認ください。
＊ 心臓ペースメーカー及び除細動器を装着している方は検診を受けることができません。
＊ 検診部位に症状がある場合や治療中・経過観察中の方は、検診ではなく、早めに医療機関を受診してください。



よくあるお問合せよくあるお問合せ

和歌山市外に引っ越した場合、引っ越し先の市区町村でもこのクーポン券を使用することができますか？
　　⇒ 和歌山市のクーポンは使用できません。引っ越し先の市区町村にお問合せください。

必ず検診を受けないといけないですか？
　　⇒ 強制ではありませんが、がんになる人は増え続けています。
 早期のがんは自覚症状がほとんどないので、受診をお勧めします。

クーポン券を失くしてしまいました。
　　⇒ 再発行できます。事前にお問合せのうえ、本人確認書類をご持参いただき、保健所に来所してください。

再検査や精密検査が必要と言われたが、これも無料ですか？
　　⇒ 再検査や精密検査の料金は、クーポン券に含まれておりません。ご了承ください。

クーポン到着までに受診していた場合クーポン到着までに受診していた場合

検診受診料の払い戻しに該当する場合があります。詳細は以下をご確認ください。

【受診者の方へ】
◎１度使用されたクーポン券は使用できません。
◎このクーポン券が、盗難・紛失または滅失された場合はすぐに問合せ先へ連絡してください。
　再発行を希望される方は、有効期限内であれば再発行します。
◎このクーポン券の売買、第三者への譲渡はできません。
◎このクーポン券に記入された内容が修正された場合は、使用できません。
【検診機関の方へ】
◎このクーポン券を受け取った後、発券もとの市町村に本券を検診関係の書類と一緒に提出してください。
◎この検診券を使用する場合は、保険証等の本人確認書類で必ず本人確認を行ってください。
【受診確認および請求書】
このクーポン券の対象者が、検診を受診された、検診費用の請求をします。

令和　　　年　　　月　　　日

検診機関名

住　　　所

代　表　者

本クーポン券の使用に関する問
合せのほか、紛失された場合は
必ずご連絡ください。

問合せ先
電話（直通）073－488－5121
和歌山市保健所　地域保健課

対 象 者

持 参 物

昭和59年４月２日～昭和60年４月１日生まれの女性（令和７年度の無料クーポン券対象者）で、
令和７年４月１日から無料クーポン券到着までに、和歌山市が実施している健康増進法に基づく
乳がん検診を受診した方。
≪注意≫　保険診療、人間ドック、職場の検診、同封の検診実施医療機関一覧に記載していない

医療機関で受診した場合は払い戻しの対象となりません。

（1）領収書（検診日・検診費用・受診機関名が確認できるもの）及び明細書
（2）乳がん検診無料クーポン券
（3）振込口座の口座番号がわかるもの（通帳、キャッシュカードのコピー等）
（4）本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）
（5）印鑑

原則ご本人（やむを得ない場合はご家族の方）が受付窓口に来所。
受付窓口　⇒　和歌山市保健所２階　地域保健課　健康づくり班（１１番窓口）

検診費用が上記の「払戻金額」と異なる場合、返還できない可能性があります。
和歌山市保健所地域保健課までお問合せください。

令和８年３月３１日（火）

個別検診の場合 ： ２,０００円　　集団検診の場合 ： １,５００円

申請方法

注意事項

申請期限

払戻金額



【問合せ先】 

和歌山市保健所 地域保健課 健康づくり班

〒640-8137 和歌山市吹上５丁目２番１５号
電話  ０７３-４８８-５１２１
FAX  ０７３-４３１-９９８０
  　　  （平日8時30分～17時15分）

肝炎ウイルス検診無料受診券をお届けします
肝炎ウイルスに感染すると、肝がんにかかりやすいといわれています。
通常の日常生活で感染することはありませんが、肝炎ウイルスの感染経路は様々です。
自覚なしに感染している可能性があるため、少なくとも一生に一回は検査を受けることが推奨されています。

【検診内容】
　● 問診
　● 血液検査（B型肝炎ウイルス検査、C型肝炎ウイルス検査）
【結果について】
　● 肝炎ウイルスに感染していたとしても、肝臓の状態は人に

よってまちまちです。
　● まずは専門医に相談してみましょう。

昭和59年４月２日～昭和60年４月１日生まれで、
過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方、肝炎ウイルスの治療を受けたことがない方。

無料受診券の対象者

受診の流れ

無料受診券を
受け取る

無料で受診ができるのは
今回のみ！
有効期限を過ぎると使用
できないので、ご注意く
ださい。

受診する医療機関を
選び、予約する

同封の医療機関一覧表
から選びましょう。
予約時に、無料受診券を
利用することを伝えてく
ださい。

受診する

無料受診券、健康保険証
を忘れずに！

受診券番号：

氏　　名：

生年月日：

住　　所：

受診券番号

交付年月日

令和７年５月２８日

氏　　名

住　　所

和歌山市

和歌山市長　尾花 正啓

▼ 切り離し無効

＊ 医療機関によっては、特定健診と同時実施時のみ肝炎ウイルス検診実施可能な場合があります。
　 受診する前に必ず医療機関にお問合せください。

Information Examination Medical Treatment 
Enlightenment

肝炎総合対策の推進
肝炎ウイルス検診無料受診券

交付年月日　令和７年５月28日
有効期限　令和８年３月31日



よくあるお問合せよくあるお問合せ

和歌山市外に引っ越した場合、引っ越し先の市区町村でもこの受診券を使用することができますか？
　　⇒ 和歌山市の無料受診券は使用できません。引っ越し先の市区町村にお問合せください。

必ず検診を受けないといけないですか？
　　⇒ 強制ではありません。
 しかし、肝臓は沈黙の臓器と言われ、病気になっても自覚症状がほとんどありません。
 今まで一度も受けられたことがない場合等は、受診されることをお勧めします。

受診券を失くしてしまいました。
　　⇒ 再発行できます。事前にお問合せのうえ、本人確認書類をご持参いただき、保健所に来所してください。

再検査や精密検査が必要と言われたが、これも無料ですか？
　　⇒ 再検査や精密検査の料金は、受診券に含まれておりませんので、ご了承ください。

無料受診券到着までに受診していた場合無料受診券到着までに受診していた場合

検診受診料の払い戻しに該当する場合があります。詳細は以下をご確認ください。

【受診者の方へ】
◎本検診は、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがある方及び他の機会に肝炎ウイルス検査を受ける予定のある方は対象となりません。
◎受診の際は、この受診券を必ず窓口に提出してください。
◎１度使用された受診券は使用できません。
◎この受診券の売買、第三者への譲渡はできません。
◎この受診券に記入された内容が修正された場合は、使用できません。
【検診機関の方へ】
◎この受診券を受け取った後、発券もとの市町村に本券を検診関係の書類と一緒に提出してください。
◎この検診券を使用する場合は、保険証等の本人確認書類で必ず本人確認を行ってください。

令和　　　年　　　月　　　日

検診機関名

住　　　所

本受診券の使用に関する問合せ
のほか、紛失された場合は必ずご
連絡ください。

問合せ先
電話（直通）073－488－5121
和歌山市保健所　地域保健課

対 象 者

持 参 物

昭和59年４月２日～昭和60年４月１日生まれの方（令和７年度の無料受診券対象者）で、令和７
年４月１日から無料受診券到着までに、和歌山市が実施している健康増進法に基づく肝炎ウイル
ス検診を受診した方。
≪注意≫　保険診療、人間ドック、職場の検診、同封の検診実施医療機関一覧に記載していない

医療機関で受診した場合は、払い戻しの対象となりません。

（1）領収書（検診日・検診費用・受診機関名が確認できるもの）及び明細書
（2）肝炎ウイルス検診無料受診券
（3）振込口座の口座番号がわかるもの（通帳、キャッシュカードのコピー等）
（4）本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）
（5）印鑑

原則ご本人（やむを得ない場合はご家族の方）が受付窓口に来所。
受付窓口　⇒　和歌山市保健所２階　地域保健課　健康づくり班（１１番窓口）

検診費用が上記の「払戻金額」と異なる場合、返還できない可能性があります。
和歌山市保健所地域保健課までお問合せください。

令和８年３月３１日（火）

１,０００円

申請方法

注意事項

申請期限

払戻金額
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肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれています。肝炎ウイル

スに感染すると、自覚症状がなくても、気付かない間

に病気が進展し肝硬変や肝がんに進行する可能性が

あります。 

 

肝炎ってどんな病気？ 

 

どうして問題なの？ 

 
 

どうやって感染するの？ 

 

どんな検査が必要で、

どこで受けられるの？ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肝炎とは、肝臓に炎症が生じることで肝臓の細胞が 

破壊されてしまい、肝臓の働きが悪くなる病気のこと

です。原因はウイルス性や薬剤性、生活習慣による 

ものなど多岐にわたります。 

 

B 型・C 型肝炎を代表とするウイルス性肝炎は国内最

大級の感染症といわれ、B型と C 型キャリア（ウイル

ス保持者）が少なくとも２００万人いると推定されて

います。そして肝がんの原因の約８割が B 型・C 型 

肝炎ウイルスによるものと言われています。 

 

肝炎ウイルスは血液を介して人から人へ感染します。 

感染経路には母子感染（垂直感染）と輸血等の医療行為

や性交渉（水平感染）があります。 

 

肝炎ウイルスの感染は血液検査で分かります。 

「これまで肝炎ウイルス検査を受けたことのない方」は

裏面の医療機関にて今年度は無料で、肝炎ウイルス検診

を受けることができます。 

 

肝炎ウイルス検診に関しては 

こちらをご覧ください。 

（和歌山市ホームページ） 

もし肝炎ウイルスに感染していても、早期発見し、

適切に治療を行うことで、肝炎が治ったり、肝硬変

や肝がんへの悪化を防ぐことが可能です。 

ご自身のため、周りの大切な方のためにも、必ず 

一度は検査を受け、早期治療につなげましょう。 

そして結果が「陽性」の場合は、すぐに専門医を 

受診しましょう。 

 

自分自身のために 

大切な家族のために 

無料受診券を使って肝炎

ウイルス検診を受けてみ

よう！！ 

 

和歌山市では４０歳の方に 

無料受診券を配布しています。 

 



封筒（表）

令和７年度和歌山市

☆必ず開封し、中の書類をご確認ください。

重 要

郵便区内特別

料金後納
郵 便

無料クーポン券
又は

無料受診券和歌山市保健所 地域保健課 健康づくり班

〒６４０－８１３７ 和歌山市吹上５丁目２番１５号

電話番号（直通）０７３－４８８－５１２１

在中



封筒（裏）

無料で受診できるのは今回のみ！

有効期限

令和9年３月31日



 

業 務 委 託 契 約 書  

和歌山市（以下「甲」という。）と          （以下「乙」という。）は、がん

検診及び肝炎ウイルス検診の受診促進を図り、がん及び肝炎ウイルスの早期発見、早期治療

を目的とする業務について次のとおり委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行す

るものとする。  

（委託業務） 

第１条 甲は、次の業務（以下「委託業務」という。）の履行を乙に委託し、乙はこれを受託

するものとする。  

（１）がん検診無料クーポン券及び肝炎ウイルス検診無料受診券等の印刷  

（２）がん検診無料クーポン券及び肝炎ウイルス検診無料受診券等の印字  

（３）がん検診無料クーポン券及び肝炎ウイルス検診無料受診券等の封入封緘  

（契約期間） 

第２条 この契約の期間は、契約締結日から令和８年６月３０日までとする。  

（委託業務の履行方法） 

第３条 乙は、別紙がん検診無料クーポン券及び肝炎ウイルス検診無料受診券封入封緘業務

仕様書の内容に従って委託業務を履行しなければならない。  

第４条（委託金）         円（消費税及び地方消費税分を含む。）とする。  

 内  、がん検診委託業務   円  

  肝炎ウイルス検診委託業務  円  

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第５条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡等により承継させてはなら

ない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。  

（再委託等の禁止） 

第６条 乙は、委託業務の全部又は一部の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはなら

ない。ただし、委託業務の一部の履行について、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場

合は、この限りでない。  

（委託業務の調査等） 

第７条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の履行状況について調査を行い、若し

くは乙に対して報告を求め、又は乙に対して委託業務の履行に関して必要な指示を与える

ことができる。  

（業務内容の変更等） 

第８条 甲は、必要がある場合は、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止する

ことができる。この場合において、委託金額又は契約期間を変更する必要があるときは、

甲乙協議して書面により定めるものとする。  

２ 甲は、前項の場合において、乙が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならな

い。この場合において、賠償金の額は、甲乙協議して定める。  



 

（損害の負担） 

第９条 委託業務の履行に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。以下この項

において同じ。）は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により

生じた損害は、甲が負担する。この場合において、甲が負担すべき額は、甲乙協議して定

める。  

２ 甲は、委託業務の履行に関して発生した事故により乙の従業員が受けた損害については、

一切の責任を負わないものとする。  

（乙の履行不能） 

第１０条 乙は、その責めに帰すべき理由により委託業務を履行しないときは、その履行不

能分に相当する委託金の額を減額して、甲に委託金を請求しなければならない。この場合

において、減額する額は、甲が定める。  

２ 前項の場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならな

い。  

３ 前項の損害賠償請求は、甲が乙に対し、委託金額の１００分の１０の金額に相当する額の

違約金の請求を妨げないものとする。  

（確認） 

第１１条 乙は、委託業務を履行したときは、遅滞なくその旨を甲が定める方式により甲に

通知し、甲の確認を求めなければならない。  

（委託金の支払） 

第１２条 乙は、前条の規定による確認を受けた後、甲に対して、委託金の支払を請求する

ものとする。  

２ 甲は、前項の支払請求を受けたときは、その日から３０日以内に委託金を乙に支払わなけ

ればならない。  

３ 乙は、甲の責めに帰すべき理由により前項の規定による委託金の支払が遅れたときは、未

受領金額につき、その遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息

の支払を甲に請求することができる。  

（甲の解除権） 

第１３条 甲は、次条及び乙の債務不履行による場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当

するときは、この契約を解除することができる。  

（１）契約期間中委託業務を継続して履行できる見込みがないと明らかに認められるとき。  

（２）第２１条第１項に規定する個人情報取扱特記事項を遵守していないと認められるとき。 

（３）事由の  いかんを問わず、契約に違反したとき。   

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙はその損害

を賠償しなければならない。  

３ 前項の損害賠償請求は、甲が乙に対し、委託金額の１００分の１０に相当する額の違約金

の請求を妨げないものとする。  

４ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除した場合、委託業務の既履行部分について確認

の上、その部分に相応する委託金を乙に支払わなければならない。  

第１４条 甲は、必要があるときは、乙に対して３か月前までに通知をしてこの契約を解除す

ることができる。  



 

２ 第８条第２項及び前条第４項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ

る。  

（１）乙の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その

他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあって

はその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に次に掲げる者がいると

認められるとき。  

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  

イ 暴力団関係者（暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を

行う者をいう。以下同じ。）  

（２）乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が実質

的に関与していると認められるとき。  

（３）乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若し

くは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。）

を利用するなどしていると認められるとき。  

（４）乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運

営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力

団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。  

（５）乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。  

（６）乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、

これを利用するなどしていると認められるとき。  

（７）乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警察へ

の被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。  

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙

はその損害を賠償しなければならない。  

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責

めを負わないものとする。  

（談合等不正行為に係る甲の解除） 

第１６条 乙が次の各号のいずれかに該当したとき、甲は直ちにこの契約を解除することがで

きる。ただし、その事由が甲の責めに帰すべきものによる場合は、この限りでない。  

（１）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４

９条に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、当該措置命令が確定

したとき。  

（２）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして独占禁止法第６２条

第１項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令（以下「納付命令」という。）

が確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された



 

場合を含む。）。  

（３）公正取引委員会が、この契約に関し、排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙又

は乙が構成事業者である事業者団体（以下「契約者等」という。）に対して行われたときは、

契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われていないときは、各名

宛人に対する命令全てが確定したものをいう。次号において同じ。）を行った場合において、

乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。  

（４）排除措置命令又は納付命令により、契約者等に独占禁止法に違反する行為があったとさ

れた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当

該期間（これらの命令に係る事件について、乙に対する納付命令が確定したときは、当該納付

命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。）に入札等（見積書

等の提出に基づく受注者選定を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当す

るものであるとき。  

（５）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）がこの契約に関し行った行為に

ついて刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８

９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。  

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、

賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額又は実際の損害額のうちいずれか多い額

を甲に対して支払わなければならない。この契約の履行が完了した後にその事由に該当した

場合も同様とする。  

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責

めを負わないものとする。  

（乙の解除権） 

第１７条 乙は、甲の債務不履行による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。  

（１）第８条第１項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託金額が３分の２以上

減少したとき。  

（２）第８条第１項の規定による委託業務の一時中止期間が２分の１を超えたとき。  

２ 第８条第２項及び第１３条第４項の規定は、前項の規定により、この契約を解除された場

合に準用する。  

（乙の不完全履行責任） 

第１８条 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により不完全な履行をしたと認められるとき

は、乙に対し、完全な履行を請求することができる。  

２ 甲は、乙に対し、前項の完全な履行に代え、又は完全な履行とともに損害賠償を請求する

ことができる。  

（賠償金等の徴収） 

第１９条 甲は、乙がこの契約に基づく賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わな

いときは、甲が乙に支払うべき委託金と相殺し、なお不足あるときは乙に追徴する。  

（秘密の保持等） 

第２０条 乙は、委託業務を履行するに際し、知り得た秘密を漏らしてはならない。  

２ 乙は、委託業務に従事する者が委託業務を履行する際に知り得た秘密を漏らさないよう



 

指導しなければならない。  

３ 乙は、乙又は乙の委託業務に従事した者が秘密を漏らしたため、甲が損害を受けたとき

は、その損害を賠償しなければならない。  

（個人情報取扱特記事項の遵守） 

第２１条 乙は、委託業務の履行に当たっては、別記の個人情報取扱特記事項を遵守しなけ

ればならない。  

２ 甲は、乙が前項の規定に違反して個人情報の取扱いをしていると認めたときは、乙の名

称、事務所又は事業所の所在地及び代表者並びに当該違反事実の公表をすることができる。 

（和歌山市情報セキュリティポリシー遵守） 

第２２条 乙は、委託業務の履行に当たり、和歌山市情報セキュリティポリシー（以下「ポ

リシー」という。）を遵守しなければならない。  

２ 乙は、この契約による事務を履行するに当たり、ポリシーで規定する重要情報資産を

取り扱う際には、当該情報が個人情報に該当しない場合においても、個人情報と見なして

前条第１項に規定する別記の個人情報取扱特記事項を遵守すること。  

３ 甲は、乙が第１項及び前項の規定に違反して情報資産の取扱いをしていると認めたと

きは、前条第２項の規定を準用する。  

（合意管轄） 

第２３条 この契約に関し、甲乙間に訴訟の必要が生じた場合、甲を管轄する裁判所を第一

審の管轄裁判所とする。  

（補則） 

第２４条 この契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、必要に応じて甲乙

協議して定める。  

 

この契約の締結を証するため、契約書を２通作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有

する。  

 

 

令和  年  月  日 

甲 和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市 

和歌山市長 尾花 正啓 

 

 

乙  

  



 

別記  

個人情報取扱特記事項  

 

（基本的事項） 

第１ この契約により、和歌山市（以下「甲」という。）から事務の委託を受けたもの（以

下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理

するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他個人

情報に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報

を適正に取り扱わなければならない。  

（従事者等の明確化） 

第２ 乙は、この契約に係る事務の管理責任者及び事務に従事する者（以下「この契約に

係る事務に従事する者等」という。）並びにこの契約に係る個人情報を取り扱う場所

（以下「作業場所」という。）を明確にし、甲から求めがあったときは、甲に報告しな

ければならない。 

（適正な管理） 

第３ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の

事故を防止するため、個人情報の取扱いをこの契約に係る事務に従事する者等に限定

し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）この契約に係る事務を処理するために甲から貸与を受けた、又は乙が収集し、複製

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等（以下「個人情報が記録された資

料等」という。）について、甲から求めがあったときは、記録を作成すること。 

（２）個人情報が記録された資料等は、この契約に係る事務に従事する者等以外の者が

利用できないよう、施錠等管理すること。 

（３）その他個人情報の管理のために必要な措置を講じること。 

（教育の義務） 

第４ 乙は、この契約に係る事務に従事する者等に対し、この特記事項の遵守に必要なこ

と、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用されること等個人情報の保護

に関して必要な教育を行わなければならない。  

（秘密の保持） 

第５ 乙は、この契約に係る事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせてはならな

い。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（受託目的以外の利用等の禁止）  

第６ 乙は、この契約に係る個人情報を当該事務以外の目的に利用し、又は第三者に提供

してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあらかじめ得た場合又は甲の指示が

あった場合は、この限りでない。  

（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、この契約に係る事務を処理するに当たって、甲から貸与された個人情報が記

録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあ

らかじめ得た場合又は甲の指示があった場合は、この限りでない。  

（持ち出しの禁止） 

第８ 乙は、この契約に係る事務を処理するに当たって、作業場所から個人情報を持ち出

してはならない。ただし、業務上、やむを得ず、持ち出しするときは、甲の承認を得た



 

上で、書面に記録するものとする。  

（再委託の禁止）  

第９ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にそ

の処理を委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあらかじめ得た場合は、

この限りではない。その際は、乙の責任において、再委託者にこの特記事項の規定を遵

守させなければならない。 

２ 前項の規定は、再委託者が乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第

１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も、同様とする。 

（資料等の返還又は廃棄） 

第１０ 乙は、個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後速

やかに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その

指示に従うものとする。  

なお、甲の指示により、個人情報が記録された資料等を廃棄する場合は、復元不可能

な方法で確実に廃棄処分を行い、その結果を書面により証明しなければならない。  

（報告又は資料の提出） 

第１１ 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報の管

理状況の履行について書面で報告を求めること及び乙の作業場所への立入調査ができ

るものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならな

い。 

（事故発生時の報告義務） 

第１２ 乙は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故が生じた場合に備え、

甲に対し、速やかに報告できる緊急時の連絡体制を整備しなければならない。また、事

故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、次に掲げる事項を

遵守しなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とす

る。   

（１）直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じ、甲に報告すること。  

（２）当該事故の原因を分析すること。  

（３）甲の求めに応じて、当該事故の再発防止策を実施すること。  

（４）甲の求めに応じて、当該事故の記録を書面で提出すること。  

（漏えい等が発生した場合の責任） 

第１３ 乙は、この契約に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事態が発

生した場合において、その責に帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたとき

は、その損害を賠償しなければならない。また、甲は、必要に応じ、乙の名称、所在地

及び代表者並びに当該事故の事実を公表できるものとする。 

 

 

 


